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議   第   ５６   号 

平成２５年 ２ 月２５日提出 

 

   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる

ための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制

定する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史 

 

   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための

関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第１条 熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

  第９条の２第１項第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律」に、「第５条第１２項」を「第５条第１１項」

に改める。 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年

条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に、「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改

める。 

 （熊本市はなぞの学苑条例の一部改正） 

第３条 熊本市はなぞの学苑条例（昭和５７年条例第１３号）の一部を次のように改
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正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

 第４条中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行規則」に改める。 

 （熊本市平成学園条例の一部改正） 

第４条 熊本市平成学園条例（平成２年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

 （熊本市障害者福祉センター希望荘条例の一部改正） 

第５条 熊本市障害者福祉センター希望荘条例（平成４年条例第５８号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第１項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」に、「第７７条第１項第４号」を「第７７条第１項第９号」

に改め、同項第７号及び同条第２項第５号中「その他」を「前各号に掲げるものの

ほか、」に改める。 

 第４条第１項第１号を次のように改める。 

 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条第１

項に規定する障害者 

 第４条第１項第２号及び第３号を削り、同項第４号中「その他」を「前号に掲げ

るもののほか、」に改め、同号を同項第２号とし、同条第２項第３号中「その他」を

「前２号に掲げるもののほか、」に改める。 

 第５条の２第３項第３号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 第１１条第２項第５号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

 （熊本市障がい者福祉相談所条例の一部改正） 

第６条 熊本市障がい者福祉相談所条例（平成２３年条例第７８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第３号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」に改める。 

 （熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め
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る条例の一部改正） 

第７条 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年条例第９６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１２号中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。 

 第５条第１項中「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準」に改める。 

 第５０条中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行規則」に改める。 

 （熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第８条 熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第９７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号ア(ｲ)ａ(a)中「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に

関する基準」に改め、同項第２号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に改める。 

 第２２条第３項第３号ア中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。 

 （熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第９条 熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年条例第９８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行規則」に改める。 

 第１２条第１項第５号中「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設

備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
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ための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」に改める。 

 （熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１０条 熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２４年条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項第１号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に改める。 

 第１１条第１項第２号ア(ｲ)ａ(a)ⅰ中「障害者自立支援法に基づく障害者支援施

設の設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１条中熊本市消防団員

等公務災害補償条例第９条の２第１項第２号の改正規定（「第５条第１２項」を「第５

条第１１項」に改める部分に限る。）及び第２条中議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例第１０条の２第２号の改正規定（「第５条第１２項」を「第

５条第１１項」に改める部分に限る。）は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律（平成２４年法律第５１号）の施行による障害者自立支

援法（平成１７年法律第１２３号）の一部改正等に伴い、関係条例の規定の整備を

するため、この条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


